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はじめに

　前回の精神保健だより（NO.66）では、埼玉県

の自殺対策について述べられていました。そこで

は、全国の自殺者数が平成10年に3万人を超え急

増（前年比35％増）し、以来、高止まり状態が続

いていること、埼玉県でも同様に平成10年以来、

毎年1,400人以上の尊い命が失われていること、平

成19年の自殺者は1,585人と過去最悪で全国第4位

であることなどが指摘されています。さらに、平

成19年度の埼玉県警察統計によると、自殺の原因

として「健康問題」が全体の57.5％と最も多く、

その内「精神障害」が69.6％、「病苦」が25.9％と

報告されています。自殺の原因は単純ではなく複

合的な要因が関与している場合が多いことから、

自殺対策も多面的な取り組みが不可欠であること

は当然ですが、積極的な精神疾患対策が重要にな

ります。自殺者の相当数が直前に精神疾患を患っ

ている状態であり、「自殺対策＝うつ病対策」の

視点から、うつ病の早期発見・早期治療について

の取り組みが早くから行われてきました。しかし、

冒頭に述べましたように、自殺者数は減少するこ

となく経過しており、これまでの精神保健政策は

結果を出しているとは言えない状況です。

　私は、平成5年から精神医療センターのアルコ

ール・薬物依存症病棟の担当をしてきました。こ

れまで多くの依存症患者さんの治療に関わってき

ましたが、その多くの方にうつ病やうつ状態の合

併が認められ、依存症とうつ病・うつ状態はセッ

トで考えなければならないと考えています。また、

アルコールや薬物を止めないままにうつ病やうつ

状態の治療を行っても決してよくなることはあり

ません。大量の飲酒や薬物使用自体が直接うつ病

を悪化させると同時に、依存症に伴って起こるア

ルコール・薬物関連問題により、さらに患者さん

を取り巻く状況は厳しくなり周囲から孤立してい
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くことになります。診察場面でも、日常的に依存

症の方から「死にたい」「自分なんか生きていて

も仕方がない」「何の価値もない」といった思い

が語られます。WHOのガイドラインでも、アル

コール乱用・依存の問題は、自殺関連の精神障害

としてうつ病と共に重要視されているように、海

外では、アルコール・薬物の使用と自殺との関連

を指摘した研究が多くなされています。

　わが国では、歴史的にもそして現在に至っても、

アルコールや薬物依存症者を「アル中」「ヤク中」

として、「もともとどうしようもない人たち」「性

格破綻者」「けしからん人たち」「自業自得」とい

った見方が続いていることは否定できません。「依

存症＝コントロール障害であり病気である」とい

う当たり前の認識が、一般の人たちだけではなく、

マスコミや有識者と言われる人たち、医療関係者

においても欠けている現状があります。飲酒運転

撲滅キャンペーンにみられる対策として厳罰化が

叫ばれる中、常習的な飲酒運転者の多くが罹患し

ているといわれるアルコール依存症に対する治療

の必要性は、ほとんど取り上げられることはあり

ませんでした。さらに、海外のようなアルコール・

薬物使用障害と自殺の関係を裏付けるデータがわ

が国では十分ではありません。このような理由か

ら、自殺対策に関して、アルコール・薬物の乱用

や依存の問題への対処が遅れたのです。そして、

平成２０年１０月３１日、ようやく自殺総合対策

大綱の一部改正に伴い依存症への取り組みが盛り

込まれました。自殺対策加速化プランも同時に策

定されました。（Ｐ８に概要掲載）改正追加され

た内容は以下の通りです。

　○�　うつ病以外の自殺の危険因子である統合失

調症、アルコール依存症、薬物依存症等の調

査研究を推進、継続的な治療・援助を行う体

制を整備、自助活動への支援を実施

　○�　精神的問題を抱える者や自傷行為を繰り返

す者について、早期発見、早期介入のための

取組を推進

　として、自殺のハイリスク者として、依存症対

策が行われることになりました。

　ここでは、アルコール・薬物依存症とはどのよ

うな病気なのか、どのように治療するのか、回復

のためには何が必要か、などについて考えてみた

いと思います。そこから、自殺対策に必要なもの

が見えてくるのではないかと考えます。

１　依存症とはどんな病気か？

　よく使われる「中毒」とは毒にあたること、つ

まりアルコールや薬物が身体に入ることによって

起こる脳を含めた身体のダメージのことをいいま

す。これに対して、「依存症」とはアルコールや

薬物使用のコントロール障害のことを指します。

たとえば、アルコール依存症とは、飲酒の量、時

間、場所などの制限が守れなくなっていく病気で

す。したがって、ほどほどに問題なく飲むこと（節

酒）はできなくなります。酒を飲める人の誰もが

なり得る病気であると言えます。俗に「アル中」「ヤ

ク中」と呼ばれる人たちも依存症に違いないと思

いますが、彼らは「依存症の成れの果ての状態」

であり、依存症というのはもっと広い範囲の人た

ちを指します。ただし、あまりに「アル中」「ヤ

ク中」のイメージが悪すぎるため、「自分はそん

なにひどくない」と彼らは懸命に否定します。そ

のため、依存症の治療につながることが遅れます。

社会の依存症に対する正しい理解が深まり偏見が

払拭されることが、依存症治療を行う上で極めて

重要であると言えます。また、規制薬物の場合、

薬物依存症は病気というよりは犯罪とのみ捉えら

れることが多く、そのことも依存症治療を遅らせ

る原因となっています。

　そもそもわが国で、薬物依存症の専門医療機関
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は十数か所しか整備されていないという貧困な現

状です。薬物依存症を取り巻く状況は、アルコー

ルよりさらに深刻なのです。薬物もアルコールと

同様に使っているうちに効かなくなり、同じ効果

を得るためには量を増やさなくてはいけなくなり

ます。これを耐性といいます。使用量が増えてい

くと、さらに依存傾向は強まります。依存性物質

には、それ自体に「依存性」という性質がありま

すから、体内に依存性物質を取り入れているうち

に、止められなくなってしまうのです。禁断症状

（退薬症状）がある場合は、さらに止めることが

難しくなります。

２　どんな人が依存症になりやすいか？

　依存症の基には対人関係障害があるといわれま

す。実際に多くのアルコール・薬物依存症の患者

さんに共通の特徴があります。それは、「自己評

価が低く自分に自信を持てない」「人を信じられ

ない」「本音を言えない」「見捨てられる不安が強

い」「孤独である」「自分を大切にできない」とい

うことです。普段の臨床場面で実感することがし

ばしばあります。そして、これらの問題は、幼少

時からの生育環境、特に親との関係において安心

感・安全感をもてなかったことが強く影響してい

るように思います。このような子供たちは、成人

しても人の中にいて安心感・安全感を得られず、

ストレスの高い生き方を強いられます。孤独だけ

れど人の中にも居られず、安らぐことができませ

ん。そんな人にとって、「手っ取り早く簡単に気

分を変える」、つまり「酔う」ことは大きな魅力

であり快感です。人は傷ついたり疲れたりしたと

きに、人の中にあって受け入れられ共感してもら

い安らげることが最も望ましい癒され方であると

思います。しかし、幼少時に親との間でその術を

経験できなかった人は、人の中で癒されることが

できません。そのため、ストレスが高まり、アル

コールや薬物に酔うことで、かりそめの癒しを求

めるようになります。こうして「酔う」ことにの

めり込んだ結果が依存症であるといえます。アル

コール依存症の親をもつ子供はアルコール依存症

になる確率が高いといわれるのはそのためです。

アルコール依存症に限らず、家族が家族の健康な

役割を果たしていない場合、そこで育った子供は

さまざまな精神的な問題を抱えることになりま

す。人との関係が希薄であったり、自分にとって

味方であると信じられなかったりすると、傷つい

たとき死に向かいやすくなるのでしょう。このよ

うに考えると、人が死に向かうことを防ぐための

重要な要素は人と人との心の通った親密なつなが

りであることに気づかされます。

　ただし、これらの問題は、依存症に限ったもの

ではありません。うつ病、摂食障害、不安障害、

パニック障害、人格障害、心身症、ひきこもり、

自傷行為や自殺企図を繰り返す人たち、非行に走

る人たち、暴力的な人たちにも共通した特徴とい

えるでしょう。

３　依存症からの回復のために必要なこと

　「依存症からの回復のために何が必要か」のヒ

ントを自助グループが教えてくれています。アル

コール依存症の自助グループとして断酒会とＡＡ

があり、薬物依存症の自助グループとしてＮＡが

あります。ここでは来る日も来る日も継続してミ

ーティング（断酒会では例会）に参加します。ミ

ーティングでは、他人の話に口を挟まずただ聞く

こと、話されたことについては秘密を守ることが

ルールです。その中で、正直に自分の気持ちを話

すことが推奨されます。再飲酒や再使用したこと

は批判されず、むしろ隠さずに話せることが評価

されます。何年も断酒・断薬して回復の進んでい
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る人が自身の回復のモデルになります。そのよう

な人たちが正直な話を自然に話しているのを繰り

返し聞くことで、「自分もこれまで誰にも言えな

かった本当の思いを話したい」という思いが湧い

てきます。そして、勇気を持ってその思いを話せ

たとき、その気持ちにメンバーが共感してくれた

と感じたとき、人と人との気持ちが初めてつなが

ったと言えるのです。さらに、繰り返しミーティ

ングに参加することで、本音を言えるようになり、

本音を言っても見捨てられないことを知り、メン

バーを信じられるようになり、孤独ではなくなり、

自分を肯定的に受け入れられるようになり、自己

評価が高まり、自分を大切にできるようになりま

す。こうして、依存症の基にあった対人関係障害

が改善してくると、既に酔う必要はなくなってい

るのです。

　依存症の治療は、①治療関係づくり、②治療へ

の動機づけ、③疾病教育、④解毒、⑤行動修正（治

療プログラム）、⑥自助グループへのつなぎ、に

集約されます。これに加えて、⑦家族教育、⑧認

知行動療法的なアプローチが行われます。入院治

療は、糖尿病の教育入院に似た性質のものであり、

勉強会、各種のミーティング、レクリエーション・

運動、再飲酒・再使用防止プログラム、自助グル

ープやリハビリ施設からのメッセージなどから成

り立っています。必要な知識や情報を身につけて、

ミーティングに対する抵抗感を軽減し、退院後自

助グループにつながることを目標とします。ただ

し、１回の入院で全て上手くいくことは難しく、

２回、３回の入院で徐々に回復を進めていくこと

も稀ではありません。だからといって、周囲が焦

って本人を無理やりコントロールしようとしても

上手くいきません。家族には家族のプログラムが

あり、疾病教育、対応の学習、気持ちの吐き出し

などを行います。家族は、依存症者とある程度距

離を持って依存症者の回復を信じ長い目で回復を

見守ること、依存症者の自立を促す対応に努める

ことが必要です。非難や突き放しは逆効果である

ことが多く、依存症者を死に追いやることもあり

ます。

４　�依存症の回復から見えてくる自殺対
策に大切なこと　　　　

　このように見てくると、依存症から回復するた

めには人と気持ちが通じることが何よりも大切で

あることがわかります。それには、安心して正直

な気持ちを話せる場所と相手が必要です。そして、

人とつながっていこうとする意欲と行動を維持で

きるかどうかが課題になります。治療者側は、依

存症者から目を背けずにきちんと向き合うこと、

依存症者を尊厳あるひとりの人間として敬意を持

って向き合うことです。さらに、彼らの健康なと

ころに働きかけていき、健康な人間関係を築いて

いくことが重要です。治療場面では、良好な治療

関係を築いていくことが最も大切になります。こ

れがなくては治療は立ち行きません。

　人はたとえ一人でも気持ちがつながっていると

生きていけます。すべての人と気持ちが途切れた

ときに人は死を選びます。アルコールや薬物の依

存症の人が「死にたい」と訴えることは不思議な

ことではありません。依存症は、病気の進行とと

もに人から離れて孤独に向かう病気だからです。

また、うつ病や摂食障害、人格障害の人たちにも

同様のことが言えます。慢性的に希死念慮がある

状態で、アルコールや薬物の使用により衝動性が

高まり行動に押さえが利かなくなると、自殺企図

に及ぶことは容易に想像できるでしょう。

　最近、自傷行為、自殺企図、薬物乱用、摂食障

害、ひきこもり、うつ状態など、多彩な症状を合

併している若者の例が目立って多くなっていま

す。彼らも、自信を失い、人との気持ちのつなが
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りが希薄で孤独です。淋しいけれど人と親密にな

る方法がわかりません。人の中にいるとかえって

苦しくなってしまいます。かといって一人でも居

られません。人から受け入れられることを求めて

いながら、どうしていいかわからず、様々な形で

ＳＯＳを出しているのです。これらは幼少時に親

や家族から、無条件で受け入れられているという

安心感・安全感を得られなかったことに起因して

いると思います。親からさえ受け入れられなかっ

た自分を、他人が受け入れてくれるはずがないと

誤解しています。そして、親や家族との間に親密

な関係を持てなかった子供は、その後、他人とど

のようにして親密な安心できる信頼に裏付けられ

た関係を築けばいいのかわからないのです。学校

関係者の方々も、彼らに欠けていて求めているも

のを把握している必要があります。彼らも、依存

症の人たちにみられるのと同様の問題を持ってい

るのです。

　このように考えてくると、アルコール・薬物乱

用や依存になること自体、現実の生活に行き詰ま

り将来が見えなくなっていることを示していま

す。依存症の罹患自体が自殺の可能性を示唆して

いるとも言えるのです。いずれにしても、自殺対

策を考えるときアルコール・薬物の問題は無視で

きない重要な課題であることは疑う余地がありま

せん。その中心にある依存症の問題が広く認知さ

れ、早期発見・早期治療が実践されることが不可

欠です。精神保健福祉行政がさらにアルコール・

薬物依存症の相談・治療・社会復帰に対して積極

的に支援強化していくこと、世の中の依存症に対

する偏見を払拭していくこと、関係機関が自殺対

策を念頭に置いて依存症者と関わっていくことが

求められます。これらはとりもなおさず依存症か

らの回復支援の強化を推し進めることに他ならな

いからです。

５　�アルコール・薬物依存症を疑われる
人を治療につなぐために

　アルコール・薬物の乱用や依存が疑われる場合

は、まず、心配している人が相談に出向くことで

す。本人がスムーズに相談機関や医療機関につな

がればいいのですが、大概は否認が働くために消

極的です。ですから、まず家族等の周囲の人たち

が対応について相談をすることです。相談先は地

元の保健所・市町村の保健センター、県の精神保

健福祉センター、依存症専門の医療機関、民間の

依存症相談機関、断酒会、マック、ダルクなどの

依存症リハビリ施設、本人が断酒・断薬の意思が

全くなく、暴力行為などの問題行動を繰り返す場

合は警察へ相談することも必要でしょう。まず、

家族が相談機関につながり、そこからの助言や提

案を受けて本人への対応を変えることです。望ま

しい対応としては、本人を子ども扱いせずに自分

のことは自分でやってもらうことです。飲酒や薬

物使用をするかどうかは本人に委ね、本人の問題

であることを伝えます。ただし、飲酒や薬物使用

により自分が起こした問題は自分で責任をとらせ

ることが大切です。そして本人の回復を信じて見

守ります。

　このように、家族や周囲の人が依存症者への対

応を変えていくためには、大きなエネルギーと覚

悟が必要です。そのため、家族に対する継続した

サポート体制が求められることは言うまでもあり

ません。

６　おわりに

　アルコール・薬物依存症の治療者の視点から自

殺対策について述べました。アルコール・薬物関

連障害対策が自殺対策に不可欠である理由とし

て、①依存症自体が自殺に向かう疾患であること、
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②うつ病の合併率が高いこと、③アルコール・薬

物の使用により行動化を促進すること、④病気に

対する誤解や偏見により周囲から孤立していく

こと、⑤アルコール・薬物関連問題（健康、職業、

家族問題、借金、暴力、犯罪など）により生活自

体が追い込まれること、⑥本人の否認から依存症

治療へのつながりが遅れること、⑦医療関係者の

中にも依存症に対する誤った認識があり、適切な

対応が遅れること、などが挙げられます。

　依存症は「病気」であり治療が必要です。その

当たり前のことを当たり前に認識し、放置される

ことなく、早期発見早期治療に向かうことが重要

なのです。わが国で遅れている依存症対策の強化

が自殺対策に直結すると考えます。アルコール依

存症はまだしも、薬物依存症に関しては、その治

療システムさえ無きに等しい状況が未だに続いて

いるのです。

　さらに、依存症治療者の立場からみると、依存

症からの回復に必要なものが、そのまま他の心理

的な病気や病的な状態からの回復にも必要である

ことが見えてきます。それは、信頼感に裏づけさ

れた心と心の親密な結びつきです。ありのままの

自分でいられる安心感・安全感のある居場所と、

ありのままの自分を受け入れてくれる仲間があれ

ば、人は生きていけます。自殺対策は、そのよう

な社会を作っていくという視点に立ったものであ

ることが大切であると思います。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

自殺対策加速化プランの策定等について（平成20年10月31日）

内閣府自殺対策推進室作成「国民一人ひとりが主役です」自殺総合対策大綱パンフレットから抜粋

最近の自殺の動向

自殺対策基本法設立後の取組
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平成20年度SAITAMA心の健康フェスティバル開催報告平成20年度SAITAMA心の健康フェスティバル開催報告
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